
　介護保険は老後、安心して生活できるよう、みんなで支え合うことを目的とした制度です。わが国は予測よりも早く人
口減少時代に突入し、先進諸国でも類をみない急速な少子高齢化によって、介護の問題が老後最大の不安要因となってい
ます。介護が必要になっても、できる限り自立して、尊厳をもって生活することは国民共通の願いですが、現実には家族だ
けで介護を行うことは非常に困難になっています。
介護保険制度は、介護を国民みんなで支え、利用者の希望を尊重した総合的なサービスを安心して受けられる制度です。

対象者
　保険料の支払方法などで下記のような違いがあります。

※ 65歳以上の人（第1号被保険者）には、65歳に到達する月に介護保険被保険者証を送付します。また40歳以上65歳未満
の医療保険加入者（第2号被保険者）には、要介護認定を受けた際に発送します。

第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の人 40歳以上65歳未満の医療保険加入者

保険給付の対象者

寝たきりや認知症などで入浴、排泄、食事などの日常
生活の生活動作について常に介護が必要になった人
（要介護者） 初老期認知症、脳血管障害など老化に伴う病気（特定

疾病）によって介護などが必要となった人
家事や身支度などの日常生活に支援が必要な人（要
支援者）

保険料 所得に応じて13段階に設定 加入している医療保険料の算定方法に基づいて設定

保険料の支払方法 年金額が一定以上の人は年金から天引きされ、それ
以外の人は、納付書で個別に支払い 医療保険料と一体的に支払い

�介護保険
問 �高齢福祉課

介護
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介護保険資格手続き

　市民課で転入の手続きを行った後、高齢福祉課で転入
に伴う介護保険の手続きを行ってください。
　転入前の市町村で要介護認定を受けている人は、手続
きにより転入日から認定を引き継ぐことができます。
手続きの際に必要となる物
● 介護保険受給資格証明書（前住所で認定されている人）

�転入

　市民課で市内転居の手続きを行った後、介護保険被保
険者証を高齢福祉課に持参してください。
手続きの際に必要となる物
●介護保険被保険者証
●介護保険負担割合証（認定を受けた人）
●負担限度額認定証（認定を受けた人）

�市内転居

　市民課で転出の手続きを行った後、高齢福祉課で転出
に伴う介護保険の手続きを行ってください。転出後の連
絡先、要介護認定状況、保険料の納付状況を確認し、介護
保険被保険者証と介護保険負担割合証と負担限度額認定
証を回収します。
　要介護認定を受けている人には、介護保険受給資格証
明書を発行します。
手続きの際に必要となる物
●介護保険被保険者証
●介護保険負担割合証（認定を受けた人）
●負担限度額認定証（認定を受けた人）

転出

　介護保険資格取得・喪失届を高齢福祉課に提出してく
ださい。資格喪失の手続きを行います。
　交付済みの介護保険被保険者証は、速やかに返還して
ください。
　介護保険料などの変更のお知らせは、高齢福祉課から
家族などにお知らせします。
手続きの際に必要となる物
●介護保険被保険者証
●介護保険負担割合証（認定を受けた人）
●負担限度額認定証（認定を受けた人）

�死亡
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要介護認定・介護給付

　サービスを利用するためには、申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。

介護予防・生活支援
サービス事業

非 

該 

当

高齢福祉課に認定の申請をし
てください。申請は、本人または
家族の他、成年後見人、地域包
括支援センター、介護保険施設
などに代行してもらうこともで
きます。

医療・保健・福祉の専門家による介護
認定審査会で審査します。

●要介護・要支援認定申請書
●介護保険被保険者証
●健康保険被保険者証（第2
号被保険者の場合）

申請書には主治医の氏名、
医療機関名などを記入しま
す。

申請に必要なもの

市の依頼により主治医が意見書を作成します。

認定調査員が本人を訪問し
心身の状態など調査します。

訪問調査訪問調査

主治医の意見書主治医の意見書

要介護度は7段階にわかれます。
「要介護」の人は「介護サービス」
を、「要支援」の人は「介護予防
サービス」を受けられます。

要
支
援
１

要
支
援
２

要
介
護
１

要
介
護
２

要
介
護
３

要
介
護
４

要
介
護
５

認定審査認定審査

認定の
申請

要介護
認定

認定結果

一般介護
予防事業

事業対象者 非該当

介護予防・日常生活支援
総合事業

基本チェックリストの実施介護予防サービス
（予防給付）

地域包括支援センター
に依頼

居宅介護支援事業所
に依頼

介護サービス
（介護給付）

介護予防・日常生活支援総合事業のサービス内容は、59ページを確認し
てください。

�要介護認定までの流れ
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居宅サービスを利
用した場合の利用
者負担

居宅サービスを利用した場合は、要介護
状態区分ごとに、1か月に利用できるサー
ビスの費用に上限（支給限度額）が決めら
れています。限度額を超えたサービスを
利用した場合は、超えた分の全額が自己
負担になります。

施設サービスを利
用した場合の利用
者負担

施設サービスを利用した場合は、
（1） 食事以外のサービス費用の1割、2割

または3割
（2）食費・居住費の負担限度額
（3） 日常生活費（など）（日用品・おやつ代・

理美容代など）が利用者負担となりま
す。

施設サービスの利用者負担は要介護状態
区分などに応じて決められます。

1か月の自己負担
が高額にならない
ためには…

《高額介護サービス費の支給》
介護保険制度では自己負担額に上限を設
定しており、サービスの自己負担額がこ
の上限を超えた場合には、後から「高額介
護サービス費」として、超過分について保
険給付をします（同じ世帯に複数の利用
者がいる場合は、世帯の合計額となりま
す）。
1度申請すると、以後対象となった場合に
は、自動的に振込みます。
☆ 福祉用具購入費や住宅改修費の1割、2
割または3割負担分、介護保険給付対象
外のサービスの利用負担、支給限度額
を超える利用者負担は、高額介護サー
ビス費の対象となりません。

　介護保険サービスを利用したときの費用は、サービス
の種類や利用時間、要介護状態区分などによって細かく
決められています。
　所得に応じてその1割、2割または3割が利用者の負担に
なります。
　負担割合については、介護認定者に交付される「介護保
険負担割合証」を確認してください。

利用者負担の支払い・高額介護サービス費の支給
　心身の状況などから必要と認められる場合に限り、在
宅介護保険の要介護（要支援）認定者が事前に申請を行う
ことで、手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修
費を支給する制度です。
支給割合
対象となる経費の9割（8割または7割）を、後から受け取る
ことができます。
支給限度基準額
1人につき20万円
提出書類

【申請時】
●住宅改修費支給申請書
●住宅改修が必要な理由書
●工事費見積書（内訳がわかるもの。「工事一式」は不可）
●住宅改修施行計画書またはそれに準ずる住宅改修図面
● 工事着手前の写真（撮影日入り、施工部ごとに全体が映
るように撮影すること）
● 住宅所有者の承諾書（世帯が異なる人の所有の場合）

【申請後】
●事前申請時書類一式
●住宅改修に要した費用にかかる領収書（被保険者名の
もの）の原本と写し
●工事費内訳書
●住宅改修完成後の状態を確認できる写真（撮影日入り、ト
イレ・浴室・廊下など各所の改修後を撮影すること）

留意事項
●支給対象者は桜井市の介護保険被保険者で要介護また
は要支援の認定を受けている人です。
●介護保険被保険者証の住所においてのみ、住宅改修費
支給の対象となります。

�介護保険住宅改修費の支給
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介護予防・日常生活支援
総合事業

問 �高齢福祉課

　介護予防・日常生活支援総合事業は、高齢者が住み慣れ
た地域でいつまでも自分らしく暮らし続けられるよう支
援するため、地域の実情に応じたサービスを充実させて
いく事業です。
　要支援認定者・要支援認定相当者が利用できる「介護予
防・生活支援サービス事業」と、65歳以上の人が利用でき
る「一般介護予防事業」の2つの事業があります。介護の専
門職に加え、ボランティアや住民など様々な団体が参加
し、必要なサービスの充実や地域の支え合い体制づくり
を推進していきます。

　在宅の要介護者・要支援者が、介護保険法の指定を受け
た特定福祉用具販売事業者から特定福祉用具（ポータブ
ルトイレ・入浴補助用具など）を購入したときは、日常生
活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、居宅
介護（支援）福祉用具購入費を支給します。
支給割合
対象となる経費の9割（8割または7割）を、後から受け取る
ことができます。
支給限度基準額
1人につき10万円
提出書類
●介護保険居宅介護（支援）福祉用具購入費支給申請書
●領収書（被保険者のフルネームのもの）の原本と写し
●福祉用具サービス計画書
●福祉用具のパンフレットの写し
留意事項
● 介護保険の要介護認定を受けているかどうか確認して
ください。

● 福祉用具購入費の対象となる用具かどうか確認してく
ださい。

● 福祉用具のパンフレットの写し、福祉用具購入の領収
書がない場合は支給できません。

�介護保険福祉用具購入費の支給

利用できる人
● 要介護認定で「要支援1、2」と認定を受けている人
● 基本チェックリストを受けて介護予防・生活支援サー
ビス事業対象者と認定された人

介護予防・生活支援サービス事業
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高齢者がフレイル（虚弱）状態になることを予防するた
めに、75歳以上で介護認定を持っていない人に、元気度
チェックを毎年送付しています。チェックの結果フレイル
状態が疑われる人には、看護師や保健師などの専門職が電
話や訪問を行うことで状態を確認し、必要な支援を行いま
す。

一般介護予防事業

桜井市地域包括支援センター
　高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らし続
けられるよう、介護・医療・健康・福祉など、さまざまな面
から皆さんを支えるための拠点となる機関です。
　地域包括支援センターには、主任介護支援専門員、保健
師、社会福祉士などの専門職がおり、専門性を活かして相
談を受け付けています。

問 高齢福祉課

名称 内容

予防型身体ヘルプ
ヘルパーが訪問し、身体介護（食事
や入浴の介助など）と軽度な生活援
助（調理、洗濯、掃除など）を利用者
とともに行います。

生活援助ヘルプ

身体介護は必要ないが、家事などの
生活援助が必要な人に対し、ヘル
パーが訪問し、軽度な生活援助（調
理、洗濯、掃除など）を利用者ととも
に行います。

�訪問型サービス

担当校区 名称 所在地 電話番号

桜井中学校区
桜井市地域包括
支援センターの
ぞみ

大字阿部1070 42-5590

桜井東中学校区
桜井市地域包括
支援センターき
ずな

大字出雲1642 44-3655

大三輪中学校区
桜井市地域包括
支援センターひ
かり

大字大豆越
104-1 45-3651

桜井西中学校区
桜井市地域包括
支援センターき
ぼう

大字阿部323 46-1023

�こんなときは相談してください
●今の健康を維持したいけど、どうすればいい？
●デイサービスやヘルパーなどの介護保険サービスを使
いたいけど、どうすればいい？
●自分や家族が認知症かもしれない
●一人暮らしで今後の財産の管理が心配
●近所の高齢者がなんだかいつもと様子が違う　など
　他にも何か気にかかることや困っていることがあれ
ば、気軽に相談してください。

�通所型サービス
名称 内容

予防型デイ
デイサービスセンターに通い、食
事・入浴などの介助や日常生活動作
の訓練などを行います。

機能訓練デイ
半日程度の機能訓練に特化したデ
イサービスです。デイサービスセン
ターに通い、生活機能向上のための
機能訓練などを行います。

ミニデイ
半日程度のミニデイサービスです。
デイサービスセンターに通い、食
事・入浴などの日常生活上の介助の
提供を行います。

短期集中予防サービス 専門職が、短期間（3か月間）でリハ
ビリを集中的に行います。
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